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国内の経済状況は、緩やかな回復基調を維持しており、2025 年春季労使交渉における賃上げ率

も前年度を上回るなど、各方面でこれまでにない前向きな動きが見られている。一方、食料品をは

じめとする生活必需品の価格は上昇を続けており、賃金・所得の伸びが物価上昇に比して十分にそ

の補完ができておらず、賃金と物価の好循環の定着にはまだまだ時間を要するものとみられてい

る。オートレース業界では、飯塚場及び山陽場においてはミッドナイトレース及びオーバーミッド

ナイトレースを開催しており、これらのレースについては特に顧客数及び売上の双方において増加

傾向が認められている。さらに各種施策の実施により、売上は前年と比較して上昇傾向にあるもの

の、開催コストの増加等を背景とした収益性の悪化も顕在化している。開催日数においても上限が

近づきつつあり、今後は開催日数の拡大による成長余地が限定的となることから、今後の売上成長

率は緩やかになっていくことが予想されているところでもあるが、これらを打開するためにも新た

に第４０期選手候補生の養成、そしてデビューが予定されており、選手の活性化を図っている。 

このような中、本財団は令和８年度についても、５場体制の下、小型自動車競走法に基づき指定

された競走実施法人として、事業運営の健全化を図りつつ、小型自動車競走の公正、安全かつ円滑

な実施、審判、選手管理、番組編成及び検査等の業務について効果的、効率的に実施する。また将

来において持続可能な事業運営を行っていくため、統一救護マニュアルにおける救護訓練及び指導

を定例的に実施するなど、業務の見直し等も引き続き行い、競走実施法人としての使命と責任を果

たす。なお、令和８年度については、山陽場借り上げによる浜松市主催のミッドナイトレースを前

年度同様８日、飯塚場借り上げによる浜松市主催のミッドナイト開催（オーバーミッドナイトレー

ス開催含む）が前年度４日から当年度は１４日に増加させ業界全体の振興に尽力する。 

特に、平成２８年度から本格実施している飯塚場のミッドナイトレース及び平成３１年度から本

格実施している山陽場でのミッドナイトレースにおいては、試行的な施策としてレース数の増加や

競合し合わない発走時間への変更等などが計画されており、またオーバーミッドナイトレースにお

いては、ナイター開催との競合を回避することで開催日数の拡大を図り、業界全体の最適化を目指

しているが、これらの対応やその他の開催を含む競技運営を更に円滑に実施するためには、職員の

資質及び技術の向上を目的として、一般財団法人東日本小型自動車競走会との職員の相互派遣によ

る業務実務研修を引き続き実施するとともに、業務に伴う組織体制のあり方についても検討する。 

その他、施行者や選手会等関係団体と緊密に連携し、お客様のご意見や各種アンケートの結果等

を基に既存のお客様の満足度の向上や新規顧客の開拓、各種方策の実施による小型自動車競走その

他モーターサイクルスポーツの普及振興を図ることとする。 

 

 

１ 競技関係業務の実施 

小型自動車競走施行者から一括受託した業務を公正かつ安全に実施するとともに、お客様の要望

に応えるため競走関係業務の不断の検証・改善を行い、魅力ある小型自動車競走業務を実施する。 

また、小型自動車競走振興法人が示した審判要領、番組要領、検査要領及び管理要領等について、

顧客満足度の向上及び小型自動車競走事業の持続的発展の観点から、小型自動車競走振興法人、施

行者等関係団体と協議し、必要に応じて改善を図る。 
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 （１）小型自動車競走施行者からの受託業務の実施 

 令和８年度における小型自動車競走場別（飯塚場、山陽場）、小型自動車競走施行者別（飯塚市、

山陽小野田市、浜松市）開催予定日数及び受託業務内容は、別表１のとおりである。また令和８年度

における特別オートレース等の実施は、別表２のとおりである。 

 

（２）審判に関する業務 

常に冷静沈着にして節度ある態度を保持し、確固たる信念に基づき厳正に小型自動車競走実施

規則を適用し、正確かつ迅速に審判業務を遂行するとともに、小型自動車競走を公正安全かつ円

滑に実施する。 

さらに、適正な審判実務を行うため小型自動車競走振興法人が定める各要領に基づき、審判訓

練及び救護マニュアルに基づき救護訓練をより充実させるほか、小型自動車競走振興法人が開催

する判定研修会及び担当者会議に職員を派遣し、専門知識及び技能の習得向上を図る。 

その他、判定の統一を図るため、一般財団法人東日本小型自動車競走会及び本財団が委託を受

けて実施する SGレースに審判長を相互に派遣する。 

 

（３）番組編成に関する業務 

常に公正無私の態度をもって、選手、競走車の能力及び小型自動車競走の特性を的確に把握し、

公正安全な競走の実施を主眼とすることはもとより、お客様に喜ばれ車券購買意欲を高められる

ような、魅力ある番組編成を行うとともに、魅力ある企画レースを実施する。また、選手のハン

デについて透明性をより高めるため、引き続き関係団体と協議し改善を図る。 

 

（４）検査に関する業務 

競走の公正安全及び事故防止を図るため、競走車に係る各種確認・検査を検査の要領等に基づ

き厳正に実施する。また、ナイター開催及びミッドナイト開催（オーバーミッドナイト開催含む）

に使用する消音マフラーの選手への配布及び回収、修理手続き等を適正に管理する。 

 

（５）選手管理に関する業務 

競走の公正安全及び事故防止のため、選手の出場資格の確認、健康状態その他出場適正の検査

を行うとともに、選手の保護安全を図り、選手を最善の状態で競走に出場させる。また、ミッド

ナイト開催（オーバーミッドナイト開催含む）の増加に伴う深夜帯の競走が多くなり、選手の精

神衛生上の健康を保つためリラクゼーションに主眼を置いた措置について検討を行う。 

また、選手宿舎における選手の宿泊及び食事の提供についても、保健衛生に留意するとともに、

火災予防、選手の安全管理及び健康管理の強化を図り、各感染症等の予防対策を徹底する。 

さらに、公正安全な競走の実施を確保するため、選手の面会及び外出の制限、管理地区への通

信機器等の持ち込み禁止、入場許可を受けていない者（非参加選手を含む。）の入場制限等を徹

底する。 
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２ 東西競走会の実務研修に関する事業 

  業務実務研修 

   東日本小型自動車競走会と相互に職員を派遣し、職員の資質及び技術の向上を目的として、総合

的な実務研修（審判、管理、番組、検査の各業務）を引き続き実施する。 

 

３ その他の事業 

（１）選手会に対する支援 

一般社団法人全日本オートレース選手会が実施する訓練等を支援する。 

 

（２）選手共済会に対する支援 

一般財団法人全国小型自動車競走選手共済会の円滑な事業運営のための各種事務を担当する。 

 

（３）小型自動車競走振興法人との連携、支援 

   小型自動車競走振興法人と連携して様々な情報交換を行い、活性化策を積極的に講ずる。 

 

（４）モーターサイクルスポーツ等に関する事業 

モーターサイクルスポーツの競技者及び愛好家等が実施する事業を支援するとともに、モータ

ーサイクルスポーツ関係団体と協力連携し、モーターサイクルスポーツの普及振興を図る。 

 

（５）諸会議 

関連法規及び定款の規定に基づき理事会、評議員会の円滑な運営を行うほか、本財団の円滑な

運営、競走業務の適正な実施並びに職員の意識の共有、資質の向上のため、幹部会議、イベント

企画会議等の会議を開催する。 

 

（６）人事、労務管理及び福利厚生 

職員及び開催従事員の健康管理に十分配慮し、職員等の採用を含む適正な人事配置、職場の状

況等を考慮し、多様な勤務体制や異なる勤務時間に柔軟に対応するとともに、良好な職場環境を

維持し、本財団業務を適切に実施する。 

また、職員、嘱託及び開催従事員に対して、諸規定の遵守及び禁止行為等に関する研修等を実

施し、コンプライアンスの強化を図る。 

感染症対策については、自主的な判断と取り組みを基本としつつ、手指消毒用アルコールや空

気清浄機等の設置を継続して実施する。 

 

 

（７）施行者等との協力体制の強化 

   円滑な小型自動車競走の事業運営のため施行者及び小型自動車競走事業包括的民間委託業者と

の協力体制を強化する。また、両施行者が実施する事業運営に付随する事業に対し可能な限り協
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力を行うものとする。 

 

（８）持続可能な事業運営等の検討 

小型自動車競走実施法人として、将来において持続可能な事業運営を実現し、飯塚及び山陽の

開催施行者が収益増加に向けた施策に対応するため、職員等の計画的な新規採用を含む適正な人

員配置および組織規模の策定を行い、各開催に適した勤務体制を構築する。また開催日数の増加、

飯塚場と山陽場での同時開催、更にはオーバーミッドナイトレースの開催等への対応を適切に行

い、委託を受ける開催日数に応じた効率的かつ効果的な組織体制のあり方について、引き続き検

討する。 
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別表１ （施行者からの受託業務） 

競走場 施行者名 開催予定日数 競技等関係 受託業務内容 

飯 塚 

飯 塚 市 

８３日 通常開催 一括受託 

８４日 

（施設等改善競走

１９日を含む） 

ミッドナイト開催  

（オーバーミッドナイト          

開催３６日を含む） 

一括受託 

浜 松 市 １４日 

ミッドナイト開催 

(オーバーミッドナイト

開催４日を含む) 

一括受託 

 

山 陽 

 

山陽小野田市 

７４日 通常開催 一括受託 

７９日 

ミッドナイト開催 

（オーバーミッドナイト 

開催３１日を含む） 

一括受託 

浜 松 市 ８日 ミッドナイト開催 一括受託 

 

 

別表２ （特別オートレース等の実施） 

特別オートレース等の名称 
開催 

競走場 
開 催 日 

ＳＧ第４５回 オールスター・オー

トレース 
飯塚 令和８年４月２４日～４月２９日 

特別ＧⅠ 共同通信社杯プレミア

ムカップオートレース 
山陽 令和９年３月１８日～３月２２日 

 


